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論点１ 添架ポイント 添架順序について添架順序について

事業者間の設備は可能な限り相互に疎であった方が手続き面での簡素化や工事・保守運用面で
の効率化が図られるため、どの事業者にとっても単独添架が望ましく、添架にあたっては単独
添架を基本に行うべきと考えます。

従って、添架順序については、以下のとおりとすることが望ましいと考えます。
① 新たに開放する６.１ｍポイントを含む一般添架ポイント（突き出し金物の設置によ

り提供するポイントを含む）への単独添架
② 上記をもってしてもなお単独添架ができない場合においては、当社または他事業者

様設備との一束化等を実施

また、公のルール化が図られるのであれば、他の一般添架ポイントの空きの有無にかかわらず、
新たに開放する6.1mポイントを優先して利用することも可能と考えておりますが、6.1mポイ
ントを起点としなければならない必然性はなく、添架区間全体の電柱の添架状況を考慮しなが
ら、他の一般添架ポイントを含めた効率的なポイント利用を行うべきと考えます。

なお、Ｍ式工法については、添架ポイントが１ポイントも創出できない場合においてのポイン
ト創出方法の一つとして検討いたしますが、Ｍ式工法を行うか一束化を行うかについては、添
架事業者様の要望を踏まえつつ、既設ケーブル設備保有者である当社にて判断させていただき
ます。

事業者間の設備は可能な限り相互に疎であった方が手続き面での簡素化や工事・保守運用面で
の効率化が図られるため、どの事業者にとっても単独添架が望ましく、添架にあたっては単独
添架を基本に行うべきと考えます。

従って、添架順序については、以下のとおりとすることが望ましいと考えます。
① 新たに開放する６.１ｍポイントを含む一般添架ポイント（突き出し金物の設置によ

り提供するポイントを含む）への単独添架
② 上記をもってしてもなお単独添架ができない場合においては、当社または他事業者

様設備との一束化等を実施

また、公のルール化が図られるのであれば、他の一般添架ポイントの空きの有無にかかわらず、
新たに開放する6.1mポイントを優先して利用することも可能と考えておりますが、6.1mポイ
ントを起点としなければならない必然性はなく、添架区間全体の電柱の添架状況を考慮しなが
ら、他の一般添架ポイントを含めた効率的なポイント利用を行うべきと考えます。

なお、Ｍ式工法については、添架ポイントが１ポイントも創出できない場合においてのポイン
ト創出方法の一つとして検討いたしますが、Ｍ式工法を行うか一束化を行うかについては、添
架事業者様の要望を踏まえつつ、既設ケーブル設備保有者である当社にて判断させていただき
ます。



他事業者様 当 社

添架申請書提出 申請書受領

調査回答

①
吊
り
線
・
少
芯
ケ
ー
ブ
ル
等
の
添
架

他事業者様 当 社

申請

現 在 の 手 続 き 新 た な 簡 素 化 手 続 き

1
ヶ
月
以
内

申請
添架申請書提出 申請書受領

調査回答

1
ヶ
月
以
内

添架通知書提出 通知書受領

承諾・連絡連絡受領

① 基本契約において、大量かつ定型的に敷設する設備の申請を対象に、設備仕様・工法を事前に確認することにより、
敷設の都度の確認を簡素化するとともに、包括契約の締結により個別契約の省略化等を図ります。

② 将来敷設予定分の引込線について、事前にまとめて申請していただくことにより、敷設の都度は「通知」を行って
いただければ添架が行えるよう、手続きの簡素化を図ります。

① 基本契約において、大量かつ定型的に敷設する設備の申請を対象に、設備仕様・工法を事前に確認することにより、
敷設の都度の確認を簡素化するとともに、包括契約の締結により個別契約の省略化等を図ります。

② 将来敷設予定分の引込線について、事前にまとめて申請していただくことにより、敷設の都度は「通知」を行って
いただければ添架が行えるよう、手続きの簡素化を図ります。

簡
素
化
・
短
縮
化

論点２ 電柱添架申請等の同等性 電柱添架手続きの簡素化について電柱添架手続きの簡素化について

回答書受領

個別契約の締結

回答書受領

個別契約の締結

添架申請書提出 申請書受領

調査回答

申請
（将来敷設予定の引込線含む）

※

回答書受領

個別契約の締結

基本契約の締結 基本契約の締結
共
通

②
引
込
線
の
添
架

調査（空き・強度）

工法・設備確認

調査（空き・強度）

工法・設備確認

調査（空き・強度）

工法・設備確認
通知

（ＦＡＸ等）

都度の確認は省略

※ どの程度期間短縮できるかについてはトライアルにおいて検証 P.3
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論点３ 電柱添架費用の同等性

他事業者様より頂いております確認・要望事項に対する当社の考えは以下のとおりです。他事業者様より頂いております確認・要望事項に対する当社の考えは以下のとおりです。

電柱添架費用について電柱添架費用について

他事業者様からの確認・要望事項 当社の考え方

主端末回線部分はＮＴＴの設備を利用することによ
り電柱使用料について応分の負担をしていることから、
（引込線部分の）電柱添架費用に関する何らかの対応
について今後も継続課題として議論したい。

主端末回線部分が負担する電柱コストには、主端末回線
区間の電柱コストのみが含まれているため、主端末回線部
分のコストを負担していることを理由に、自前敷設される
引込線が利用する電柱コストを負担しなくてよい、もしく
は軽減されるということにはならず、当然負担していただ
くものと考えます。

Ｂフレッツの電柱コスト負担額は既存メタル回線に
係る電柱コストを除いた電柱創設費をもとに算出され
ている。光引込線に係る電柱添架費用についても、同
様にメタル回線に係る電柱コストを除いた電柱創設費
をもとに算出されるべき。

Ｂフレッツの分岐端末回線の電柱コスト負担額について
も、一般添架料についても、ともに既存メタル回線の利用
見合いに係るコストを考慮して算定した料金額となってお
り、適正な料金であると考えます。
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論点４ 道路占用関係 道路占用手続きについて道路占用手続きについて

道路占用手続き、道路占用料の支払いについては、当社の場合であっても、道路管理者様の指示・

関連法令（道路法、通達等）に従って行っております。

なお、道路占用手続き、道路占用料の支払いが必要となる場合については、当社設備との一束化を

行ったとしても、ケーブル等の資産保有者ごとに必要であり、手続きの省略や料金の減免等の措置が

講じられるものではないものと認識しておりますが、各事業者様におかれましても、具体的な手続き

等については、道路管理者様にご確認いただきたいと考えております。

道路占用手続き、道路占用料の支払いについては、当社の場合であっても、道路管理者様の指示・

関連法令（道路法、通達等）に従って行っております。

なお、道路占用手続き、道路占用料の支払いが必要となる場合については、当社設備との一束化を

行ったとしても、ケーブル等の資産保有者ごとに必要であり、手続きの省略や料金の減免等の措置が

講じられるものではないものと認識しておりますが、各事業者様におかれましても、具体的な手続き

等については、道路管理者様にご確認いただきたいと考えております。
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論点５ その他

電柱情報の開示については、その目的を明確にし、用途を限定した上で、電柱添架申請書の記入

上必要となる情報※について、有償（ビジネスベース）にて提供させていただく考えです。

なお、当社より提供させていただくことが可能な情報は、当社が保有・管理するＮＴＴ柱に関す

る情報のみとなります。（電力柱に関する情報につきましては、各電力会社様にご相談いただく

ようお願いいたします）

※ 提供のご要望があった時点において当社が把握・管理しているデータとなります。

電柱情報の開示については、その目的を明確にし、用途を限定した上で、電柱添架申請書の記入

上必要となる情報※について、有償（ビジネスベース）にて提供させていただく考えです。

なお、当社より提供させていただくことが可能な情報は、当社が保有・管理するＮＴＴ柱に関す

る情報のみとなります。（電力柱に関する情報につきましては、各電力会社様にご相談いただく

ようお願いいたします）

※ 提供のご要望があった時点において当社が把握・管理しているデータとなります。

電柱情報の開示について電柱情報の開示について
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論点５ その他 トライアルの具体的実施方法についてトライアルの具体的実施方法について

6.1mポイントの開放及び添架手続きの簡素化については、新たな添架ルールの策定となることか

ら、全事業者間の合意に基づき公のルール化を行った上で、全事業者様を対象に実施すべきものと

考えております。従って、上記に関するトライアルの実施にあたっても、ルール化を見据えた上で

の公表等を踏まえた上で、全事業者様を対象に実施する必要があると考えております。

また、運用上のトラブルによる影響を最小限にとどめるとともに、トライアル中途における手続

き・工法の改善による手戻りも円滑に行えるよう、対象エリアを限定する必要があると考えており

ます。

当社設備への影響が想定される工法・設備については、現用環境におけるトライアルに先立ち、検

証環境における実地検証等による、弊社現用設備への影響の見極めが必要と考えます。

（検証に必要な期間、費用については検証する内容により異なります）

6.1mポイントの開放及び添架手続きの簡素化については、新たな添架ルールの策定となることか

ら、全事業者間の合意に基づき公のルール化を行った上で、全事業者様を対象に実施すべきものと

考えております。従って、上記に関するトライアルの実施にあたっても、ルール化を見据えた上で

の公表等を踏まえた上で、全事業者様を対象に実施する必要があると考えております。

また、運用上のトラブルによる影響を最小限にとどめるとともに、トライアル中途における手続

き・工法の改善による手戻りも円滑に行えるよう、対象エリアを限定する必要があると考えており

ます。

当社設備への影響が想定される工法・設備については、現用環境におけるトライアルに先立ち、検

証環境における実地検証等による、弊社現用設備への影響の見極めが必要と考えます。

（検証に必要な期間、費用については検証する内容により異なります）



他事業者単独添架設備との接続工法について

他事業者クロージャＰＯＩ－ＢＯＸ

ＮＴＴクロージャ
Ｎステンレスバンド

防護管

①縦配線は防護を実施し電柱際に沿わせて設置する

②状況により電柱際でクロージャ複数設置する場合もあり

（別紙）
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